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2016 年 11 月 15 日 

 

「伊方原発、広島への危険」に新たな学術的知見「早坂講演会」 

 

去る 11 月 13 日、メルパルク広島 5 階瀬戸の間で、広島大学大学院理学研究科・早坂

康隆准教授の、「伊予灘中央構造線の位置と伊方原発周辺の地震ポテンシャル～想定される

あらゆること～」と題する講演会が開かれました。（この講演会は伊方原発広島裁判応援団、

“STOP!伊方”広島の大学人の会、中国文芸研究会、３者の共催） 

 

当日会場のメルパルク広島「瀬戸の間」

は、全ての席が埋まり、スタッフの応援

団事務局員は立って講演を聴かなければ

ならないほどでした。 

 

広島ホームテレビ（テレビ朝日系列）

は､早坂准教授のインタビューを交える

形でこの講演会の模様をニュースにし、

ANN 系列で各局に配信しました。 

 

講演の内容は一言でいえば、「本来の中央構造線は伊方原発の６００ｍ沖海域を通過して

おり、同原発は中央構造線のダメージゾーンに位置している」「佐田岬半島北岸の中央構造

線の位置にほぼ鉛直の、高角度の活断層が発生している可能性があり、その場合これを震源

とする伊方原発敷地直下型でマグニチュード８クラスの巨大地震が発生する恐れがある」と

いうもの。 

同准教授は今年の９月に開かれた日本地質学会でこの新知見を学術発表し、学者・研究者

から大きな反響を呼んでおりました。今回の講演会はこの学術発表を､一般市民向けに発表

者本人がわかりやすく講演したものでした。学会発表後、同准教授が一般市民向けに講演す

るのは今回が初めて。 

 

従来四国電力は、問題の伊方原発近傍の活断層帯は伊方原発敷地前面海域 5km～8km に

位置するとし（いわゆる伊方原発敷地前面海域断層帯）、直近には活断層は存在しないとし

てきました。早坂准教授の新知見は四国電力の見解と真っ向から対立するもの。 

すでに再稼働している伊方原発３号機は、原子力規制委員会の規制基準適合性審査におい

ては、「伊方原発敷地前面海域断層帯」などを想定して審査が行われ、基準地震動を６５０

ガルと決めたいきさつがあります。もし早坂准教授の新知見が、地震学会や地質学会の共通

知見となれば、原子力規制委員会の「伊方原発規制基準適合性審査」は根本からやり直さざ

講演中の会場の様子 
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るをえず、同原発の再稼働そのものに大きな影響を与えることは確実です。 

 

なにより、四国電力は早坂准教授の新知見を薄々認識していた形跡があり、このためあえ

て問題の活断層帯を調査してこなかったことが強く疑われます。同准教授は講演の中で「四

国電力の報告書（２０１３年及び２０１４年）は、問題の和泉層群と三波川帯の境界（中央

構造線の一部。問題とする活断層帯）についていっさい検討しておらず、根本的な欠陥を含

んでいる」と指摘して、この疑いを強く示唆しています。 

 

また講演の後で開かれた座談会では、早坂准教授は参加者

の質問に答える形で「私の思い描く最悪のシナリオは、伊方

原発敷地直下型の巨大地震が発生し、制御棒を下ろすことが

できず（炉心緊急停止に失敗）伊方原発が核暴走したまま、

伊方原発の敷地全体が瀬戸内海に崩れ落ちていく事態です」

と指摘しました。 

 

広島市民としては、あまり考えたくない事態ですが、そうなれば伊方原発敷地内にため込

まれた使用済みを含む核燃料全体を考えれば、チェルノブイリ事故、福島第一原発事故をは

るかに上回る原発事故が瀬戸内海で発生し、地球規模での放射能汚染が強く懸念されます。 

座談会に出席した伊方原発広島裁判の弁護団長格の胡田敢弁護士（胡田敢法律事務所・広

島弁護士会所属）は「この新知見は裁判でも必ず使わざるをえないだろう。非常に有意義な

１日だった」と述べ、また同じく座談会に出席した原告の西本彩さんは「私たちの裁判闘争

は単に裁判闘争ではなく、反伊方原発・反原発の大きな運動なんです。こうした新知見を市

民社会に広め、伊方原発の危険について事実に基づいて認識共有していくことが大切だ、と

改めて感じました」と述べました。 

 

講演会は座談会出席者を含めて活発な質疑応答が行われ、午後５時過ぎに終了しました。 

以上、伊方原発広島裁判の原告、応援団、支援者のみなさまに報告いたします。 

 

（なお、早坂准教授の講演レジュメは次の URL から閲覧・ダウンロードできます。また URL 入

力の面倒な方は、グーグル検索で「伊方 裁判」と打ち込み、「伊方原発広島裁判」のトップページ

を開いて「バーメニュー」から「参考資料」をクリックすると､簡単にアクセスできます） 

 

                        伊方原発広島裁判応援団事務局 
〒733-0012 広島市西区中広町 2-21-22-203 電話：090-7372-4608 

Email：saiban_office@hiroshima-net.org URL：http://saiban.hiroshima-net.org/ 

振込口座 記号・番号：01360-8-104465 口座名：伊方原発広島裁判応援団 


